
受
付
期
間

3
月
10
日
〜
4
月
18
日

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

8
時
45
分
〜
16
時
30
分

受
付
場
所

市
役
所
2
階
市
民
ホ
ー
ル

各
公
民
館
な
ど
で
も
、
下
記
の
日

程
で
出
張
受
付
を
行
い
ま
す

※
4
月
21
日
以
降
の
加
入
受
付
は
、市
役
所
3
階

市
民
安
全
課
で
随
時
行
い
ま
す
。

保
険
料

1
人
1
口

4
8
0
円

（
1
人
2
口
ま
で
加
入
で
き
ま
す
）

加
入
資
格

市
内
在
住
の
人
ま
た
は
、
市
内
に

通
勤
・
通
学
し
て
い
る
人

保
険
期
間

平
成
20
年
4
月
1
日

〜
平
成
21
年
3
月
31
日

（
途
中
加
入
者
は
、
加
入
申
込
時
〜

平
成
21
年
3
月
31
日
）

（ 7）

治療期間 1週間未満

治療期間 1週間以上 1か月未満

治療期間 1か月以上 2か月未満

治療期間 2か月以上 3か月未満

治療期間 3か月以上 4か月未満

治療期間 4か月以上 5か月未満

治療期間 5か月以上 6か月未満

治療期間 6か月以上

5万円 10万円

7万円 14万円

9万円 18万円

5千円

1万円

2万円

3万円

1万円

2万円

4万円

6万円

12万円 24万円

亡くなったとき（事故に遭った日
から180日以内にその事故が原因で）

けがをして失明、片手・片足を
失ったときなど（ 〃 ）

200万円100万円

1 口 2口
けがの程度など

支払保険金額

3 月26日D

3 月25日C

13:30～16:00

9:30～12:00

9:30～12:00

9:30～16:00

9:30～16:00

9:30～16:00

9:30～12:00

13:30～16:00

富士南公民館、元吉原公民館

広見公民館、富士見台公民館

3 月24日B

3 月21日F

富士公民館

丘公民館

岩松公民館、富士駅南公民館

3 月19日D 今泉公民館、田子浦公民館

3 月18日C

3 月17日B

岩松北公民館、天間公民館

伝法公民館、原田公民館

3 月14日F

3 月13日E

大淵公民館、吉永公民館

須津公民館、鷹岡公民館

3 月12日D
富士北公民館

神戸公民館、中央病院

3 月11日C
青葉台公民館

東公民館、吉永北公民館

と き と こ ろ

公民館など出張受付の日程

支払保険金額の一覧

※金額はあくまで目安です。必ずしもこの金額が
支払われるわけではありません。
※治療期間とは「けがをした日から、平常の生活または
業務に従事することができる程度に治癒した日まで」
をいい、必ずしも診断書の治療日数とは一致しません。
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付
期
間

受
付
場
所

保
険
料

加
入
資
格

保
険
期
間

市
民
交
通
傷
害
保
険
は
、
ほ
か
の
保
険
と

比
べ
て
格
安
の
保
険
料
で
大
き
な
補
償
が
受

け
ら
れ
ま
す
。
平
成
20
年
度
は
保
険
料
の
額

が
大
幅
に
下
が
り
、
さ
ら
に
加
入
し
や
す
く

な
り
ま
す
。

3
月
10
日
か
ら
新
年
度
の
受
付
を
始
め
ま

す
。
万
が
一
の
と
き
に
備
え
て
、
家
族
そ
ろ

っ
て
加
入
し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
？

ど
ん
な
と
き
に
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
の
？

日
本
国
内
で
、
車
輌
（
電
車
・
自
動
車
・
自
転
車
・
モ
ー
タ

ー
バ
イ
ク
な
ど
）
に
乗
っ
て
い
て
衝
突
し
た
り
、
転
覆
し
た
り

し
た
事
故
、
ま
た
通
行
中
に
こ
れ
ら
の
車
輌
に
は
ね
ら
れ
た
り
、

ひ
か
れ
た
り
し
た
事
故
の
と
き
で
す
。
た
だ
し
、
航
空
機
・
船

舶
な
ど
に
よ
る
事
故
は
、
支
払
い
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

事
故
が
起
き
た
ら
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
？

軽
い
け
が
で
も
、
必
ず
警
察
へ
事
故
の
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。
保
険
金
請
求
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
3
階
地
域

安
全
課
（
4
月
か
ら
は
市
民
安
全
課
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
け
が
の
程
度
や
、
警
察
へ
の
届
け
出
の
有
無
、
未
成
年
の
場
合
な

ど
、
事
故
の
状
況
に
よ
り
必
要
書
類
が
異
な
り
ま
す
。

◆
市
内
の
企
業
や
学
校
、
幼
稚
園
な
ど
、
団
体
で
の

加
入
も
受
け
付
け
ま
す
（
市
外
在
住
の
人
も
可
）。


